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会 議 録 
会議の名称  令和４年度第２回戸田市公民館運営審議会  

開催日時  令和５年２月８日（水） 午前１０時～午前１１時  
会 場  戸田市立新曽福祉センター（新曽公民館） ２階 講習会室  

参加者  
溝上西二委員長、舟山好彦副委員長、星野正義委員、益田光行委員、  
金田智委員、宮澤正委員、細井美智子委員、金子秀一委員、西尾達樹委員、

谷山三枝子委員、守真由美委員、上原和代委員  

傍 聴  なし  

欠席者  なし  

事務局  

篠原博教育委員会事務局次長、鎌田陽子生涯学習課長、  
吉田雅也生涯学習課主幹、後藤隆秀新曽公民館長、  
香林有希子美笹公民館長、奥冨弘也下戸田公民館長、渡辺健司主任  

議 題  

（１）令和４年度子ども大学の実施報告について  

（２）令和４年度戸田市公民館まつり実施、及びサークル支援報告につい  

   て  

（３）公民館の今後のあり方に基づいた具体的事業の進捗について  

（４）令和５年度公民館事業計画（案）について  

（５）その他  

会議の経過  以下のとおり  

会議資料  別添のとおり  

会議録確定 令和５年２月２０日 委員長 溝上  西二  
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（会議発言の経過）  
発 言 者  議題・発言内容・決定事項（要旨）  

事務局  
 
 
委員長  
 
事務局  
 
 
 
委員長  
 
 
 
事務局  
 
委員長  
 
 
 
 
事務局  
 
委員長  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 
 
 

開会。本日の会議は、戸田市公民館条例施行規則により過半数の委員が

出席のため、会議は成立することを報告。資料の確認。  
 
委員長あいさつ  

 
 次第に従い、案件に移る。進行は、戸田市公民館条例施行規則第７条に

より、委員長が務められることが定められているため、委員長にお願いし

たい。  
 
 それでは、事務局からの指名により案件の進行を行う。  
（１）令和４年度子ども大学の実施報告について、事務局より説明願いた

い。  
 

資料１に基づき、説明する。  
   

それでは、質疑に移る。質疑のある委員は挙手願いたい。  
質疑がないようなので以上案件（１）を終了する。続いて、（２）令和  

４年度戸田市公民館まつり実施、及びサークル支援報告について、事務局

より、説明願いたい。  
 

資料２－１、２－２、各公民館プログラムに基づき、説明する。  
  

それでは、質疑に移る。質疑のある委員は挙手願いたい。  
 質問がないようであれば私から質問したい。公民館まつりの入場者数等

は前回実施と比較してどのような状況であったか。  
  
 令和元年度が入場者を入れて開催した直近の公民館まつりであるが、入

場者数は３館併せて３，５３９人の入場があった。その時と比較すると入

場者数は減少している。こちらで考えている減少の要因は、３年ぶりの開

催とのことで各館がサークルの活動発表を中心にすえ、その当時実施して

いた子どもたちの参加を促すイベントやワークショップなどは控えたこ

とで入場者の減少があったものと思われる。今回３年ぶりに集客による開

催ができたことで、サークルの会員には今後の開催への自信になったの

で、来年度以降は、さらに一段階ステップアップをしてどのように入場者

数を増やしていけるかを考えたい。  
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委員長  
 
 
 
事務局  
 
委員長  
 
 
 
事務局  
 
 
委員長  
 
委員  
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
委員長  
 
委員長  
 
 
事務局  
 
 
 
 
 
 

 
その他質疑等あるか。質疑がないようなので以上案件（２）を終了する。

続いて、（３）公民館の今後のあり方に基づいた具体的事業の進捗につい

て、事務局より、説明願いたい。  
 
 資料３に基づき、説明する。  
 

それでは、質疑に移る。質疑のある委員は挙手願いたい。  
質疑がないようなので以上案件（３）を終了する。続いて、（４）令和  

５年度公民館事業計画（案）について、事務局より、説明願いたい。  
 
 資料４－１①、資料４－１②、資料４－３、資料４－４、資料４－５に

基づき、説明する。  
 

それでは、質疑に移る。質疑のある委員は挙手願いたい。  
 
 親子の講座の名称を変更し、家族の講座にするとの話しがあったが、た

とえば兄弟姉妹で、高校生の兄又は姉や未成年の兄弟姉妹でも受講は可能

か。特に基準などは設けているか。  
 
 今のところ基準は設けていない。講座申し込みの際に確認を行うことと

なる。講座内容によっては、危険な道具を使用するなど責任の問題がある

場合は大人の方にご参加をいただくようになる可能性がある。状況によっ

て判断させていただきたい。  
 
 その他、質疑等あるか。  
 

前年度よりも令和５年度の公民館年度計画、事業計画などは盛りだくさ

んに実施されているということか。  
  
 同じような講座が続いたりしたこともあったが、今年度は多くの人に公

民館を知ってもらい、利用してもらうことをテーマにしている。そのため、

講座でのアンケートや市民ニーズを踏まえて講座、事業計画を作成してい

る。人気の講座などはステップアップの講座、初級を受講した方が、中級

を受講することができるように、中長期的に見て少しずつ講座の幅を広げ

ていきたい。また、今、YouTube 等で好きなことを学びたい時に誰でもす

ぐ学べる時代において公民館としてどのような講座を開催していけばよ
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委員長  
 
副委員長  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
委員長  
 
委員  
 
 
 
 
事務局  
 
 
 
 
委員長  
 
 
事務局  
 
 
 

いか課題ではあるが、行政としては地域の中で学び合うということの大切

さを公民館として伝えていければと考えており、特に来年度以降は各種講

座の講師も地域で有能な人材の方がおられるので、料理講座など町のお店

の方が講師として地域での味を教える、お店を教える、そういったところ

で受講者がお店に通うなど地域の輪が広がっていくような仕掛けを行え

るよう考えている。  
 その他質疑等あるか。  
 
 各講座の定員についてだが、新型コロナウイルスの感染対策を考慮した

ものとなっていると思われるが、状況によっては５月から現在の感染症の

分類が２類から５類に変更となるとの話しもあり、状況によって定員を更

に増やしていくことを考えているか。  
 
 定員の関係については新型コロナウイルスの感染対策により、少し縮小

しているところもあるが、会場の関係や講師との調整もあり、募集の時点

で確定する予定である。可能な限り状況を見ながら適正な講座定員を設定

していきたい。  
 

その他、質疑等あるか。  
 
 今講座の募集の話しがあったが、この委員になるまで公民館でこのよう

な講座をやっていることを知らなかった。講座・事業の予定を見て、参加

したい講座もあった。講座の募集をいつ実施しているか、方法などを教え

ていただきたい。  
 
 講座の募集については、毎月の市の広報、ホームページなどで募集をし

ている。市の生涯学習に関する事業をまとめた「あなたも生涯学習を」を

毎年５月頃に発行している。このほかＳＮＳなどを含め広く講座、事業を

周知し、より多くの方に講座や事業に参加を促していきたい。  
 

その他、質疑等あるか。質疑がないようなので以上案件（４）を終了す

る。続いて、（５）その他について、事務局より、連絡事項があるか。  
 
 今年度の審議会は本日で終了となること。審議会の任期が令和３年度、

令和４年度の２年間となるため、令和５年度は改選となること。後日、審

議会の構成を踏まえ、所属団体等に依頼することなどを伝えた。  
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委員長  
 
 
事務局  

 以上を持って案件はすべて終了した。審議が滞りなく進行できましたこ

と心から感謝申し上げる。進行を事務局に戻す。  
 
 令和４年度第２回戸田市公民館運営審議会を閉会とする。  
 

閉会  

 


